
✔ 農場や畜舎の出入口で消毒、衣服の更衣、長靴の履き替え、入場者の記録を行う。 

✔ 導入元農場での疾病発生状況を確認、導入した豚は隔離豚舎で健康観察（２～４週間）。

✔ 畜舎周辺を清潔に保ち、野鳥・ネズミ等の野生動物を農場に誘引しない環境を作る。 

✔ 用法・用量を厳守して使用する（妊娠母豚には２回接種）。 

✔ 哺乳豚がワクチン接種を受けた母豚から常に哺乳できる環境を作る。 

（ワクチンが効果を現すには、充分な母豚の泌乳と哺乳豚の吸飲が必要） 

✔ 清掃・消毒を徹底し、分娩舎の衛生的な飼養環境を維持する（母豚の健康管理）。 

✔ 哺乳豚の水溶性下痢・嘔吐又は死亡 

✔ 繁殖豚及び肥育豚の食欲不振・下痢（軟便から水溶性）又は嘔吐 

✔ 通常と異なる下痢、嘔吐、食欲不振、死亡 

 

 

 

 

 

 

 

 豚流行性下痢（PED）は主に冬季に発生するウイルスによる伝染病で、今シーズンも愛知

県、群馬県等の近隣県で発生しています。本病への対策は、日頃からの飼養衛生管理の徹底

による侵入防止が重要であるとともに、哺乳豚の損耗を低減させるワクチンの適切な使用が

基本となります。PEDの侵入防止・まん延防止のため、以下の対策を確実に実施しましょう！ 
  

 飼養衛生管理を徹底！！ 
 

 

 

 

 ワクチンを継続的に使用！！ 
 

 

 

 
 
 

 早期通報！！ ~観察を励⾏し、以下の症状を発⾒した場合は獣医師または家保へ通報を︕~   

 

 

 

 
 
 

 

 

 硫酸コリスチンは、飼料添加物及び動物用医薬品として長らく使用されてきましたが、薬剤

耐性菌対策の推進が世界的な課題となっている中で、平成 29 年１月、食品安全委員会は硫酸

コリスチンの飼料添加物としての利用について、「人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある」

と評価しました。これを受け、硫酸コリスチンの飼料添加物としての指定が取り消されます。 

 このため、平成 30 年 7 月 1 日以降、硫酸コリスチンを飼料添加物として含有する飼料を使

用すると「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」に違反することになります。 

硫酸コリスチン添加飼料を使用する方は、７月１日までに在庫を解消できるよう、計画的に

購入・使用してください。 
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★ PED 防疫対策の再徹底をお願いします！ 

★飼料添加物「硫酸コリスチン」の指定が取り消されます 

平成 30 年４⽉⻑野県⽴⼤学開学 
平成 30 年８⽉第 42 回全国高等学校総合文化祭（2018 信州総文祭）開催 
信州の自然を生かした「信州やまほいく」「山村留学」の推進 


